
令和 5 年度「人権教育研究指定校事業」事業実施報告書 

委託先（ 福岡県 ） 

１．調査研究のテーマ、概要 

調査研究のテーマ 

「人権課題の解決を目指し、主体的に行動する生徒の育

成」 

～部落差別をはじめとするさまざまな人権課題の解決を

目指し、主体的に行動する生徒を育てる人権教育カリキ

ュラムの開発～ 

○調査研究のテーマを設定した目的 

本校では、部落差別（同和問題）をはじめとするさまざまな人権課題の解決を目指し、

人権教育に取り組んできました。今日、部落差別（同和問題）については、情報化の進展

による状況の変化により、平成 28（2016）年に「部落差別の解消の推進に関する法律」

が施行され、福岡県では平成 31（2019）年に「福岡県部落差別の解消の推進に関する条

例」が制定されました。これまで積みあげられてきた人権教育の取組と成果を踏まえ、部

落差別に関する知的理解の定着や人権感覚のより一層の涵養を目指し、人権教育をさら

に深化させていくことが求められています。 

一方、インターネットが生活の一部となり、本校でもＳＮＳ等での生徒同士のトラブ

ルが増加し、いじめや人権問題に発展しかねないケース等がみられます。また、コロナ禍

で経験した未知のウイルスに対する不安や恐れは、さまざまな偏見や差別を生み出して

きました。「コロナ差別」に苦しまれた人の「コロナウイルスより差別のほうが怖い」と

いう言葉に、あらためてわたしたち一人一人のなかに潜んでいる無意識の差別意識や偏

見と向き合う努力が必要であると考えさせられました。 

インターネット上では、これまでも他人への誹謗中傷や人権にかかわる差別的な書き

込みが問題となってきましたが、国民的課題として差別解消を目指してきた部落差別（同

和問題）を助⾧・誘発するような悪質な差別行為も発生しています。わたしたちは、コロ

ナ禍のなかで起きたことからたくさんのことを学び、誰もがもっている偏見や差別意識

に気づき、誤りを正していけるような人権感覚を身につけること、さらに、人権問題を単

に一個人の差別意識の問題としてだけ捉えるのではなく、差別を温存するような社会意

識や社会構造を無批判、無自覚に受け入れている状況に目を向ける必要があります。21

世紀は「人権の世紀」と言われていますが、すでに 20 年以上経ちました。「アフターコ

ロナ」の今こそ、部落差別をはじめとするさまざまな人権問題を一人一人の課題として

捉え、差別をなくすために主体的に行動できる力を育む学びを進めなければならないと

考え本テーマを設定しました。 

  



○調査研究の概要 

① 生徒の実態や人権教育をめぐる社会情勢の変化等を踏まえた、人権教育の全体計

画と年間指導計画の研究開発（カリキュラムづくり） 

② 偏見や差別に気づき、その解決を目指して主体的に行動する生徒の育成を目指す

カリキュラム・マネジメント（ホームルーム活動を核とした教科等横断的な授業づくり） 

 

  



２．基本情報 

研究指定校の概要 

○学校名 

福岡県立糸島高等学校 

○これまでの研究指定等の状況 

令和４・５年度人権教育研究指定校事業 

○学級数 

２７学級 

○児童生徒数（R.6.1.31） 

全生徒数：1032 名 

○URL 

http://www.itoshima.fku.ed.jp 

○指定理由 

 県立糸島高等学校（以下「糸島高校」という。）は、豊かな人権感覚を体得し、科学

的認識に基づき、あらゆる人権問題を解決する意思と実践力をもった生徒を育成するこ

とを目指した人権教育を推進している。また、各学年、各分掌との連携を密にし、全教

職員で人権教育を総合的に推進することを方針として掲げ、教育活動全体を通じた人権

教育に努めている。 

 学校における人権教育の取組は、家庭、地域、関係機関の人々をはじめ、多くの人々

に支えられてこそ、その効果を十分に発揮することができるものである。糸島高校で

は、その取組の重要性を理解し、校種間の連携、地域との連携を図っている。校種間の

連携にあたっては、糸島高校のある糸島市内の公立小学校・中学校と定期的に交流の場

を持ち、児童生徒理解に関する情報の共有を進めるとともに、各校での人権教育の取組

について交流し、小中学校での学びをもとにした人権教育の推進に努めている。また、

地域との連携についても、地域の人々との交流の場を通して、地域の人々の人権教育に

対する思いや願いに触れ、取組につなげている。 

 令和４年度には、ハンセン病問題を「感染症と人権」というテーマで取り上げる実践

など、個別の人権課題に関する授業公開を行い、授業を参観した糸島市内の小中学校の

教職員や地域の方々からさまざまな提案をいただいた。また、糸島市内の小学校で実施

された個別の人権課題に関する授業を参観し、さまざまな学びを得た。これらの提案や

学びを人権教育のカリキュラムの充実・改善に生かすべく取組を進めているところであ

る。 



 糸島高校が行ってきた校種間連携及び地域との連携の取組を人権教育のカリキュラム

の充実・改善に生かすことで、小学校、中学校、高等学校へと学習の場を移しながら成

⾧していく児童生徒の成⾧過程全体を視野に入れた先進的な人権教育カリキュラムの開

発が可能であると考える。また、糸島市教育委員会は、今日的な人権課題に対応した市

独自の指導資料「人権教育の手引き１・２・３」を作成・発行する等、県下でも先進的

な人権教育の取組を行っている市町村の一つであり、糸島市の小学校・中学校での人権

教育の取組を活かして開発を進める糸島高校のカリキュラムは、他地域にはない独自性

を有したものになると考える。 

 小・中・高の系統的な人権教育は、本県教育委員会として取り組んでいるところであ

り、将来的には本事業における糸島高校の実践を先進的な取組の一つとして県下に周知

し、取組の成果を他地域の県立高校等へ広げることで、本県の人権教育のより一層の推

進を図りたいと考え、本事業に糸島高校を指定する。 

 

○取り組んだ人権課題について 

該当するものに○印、最も主要な人権課題１つに◎印を付与  
 

①子供  

②女性  

③高齢者  

④障害者  

⑤同和問題 ◎ 

⑥アイヌの人々  

⑦外国人  

➇-１HIV 感染者等  

➇-２ハンセン病患者等 ○ 

⑨刑を終えて出所した人  

⑩犯罪被害者等  

⑪インターネットによる人権侵害 ○ 

⑫北朝鮮当局による拉致問題等  

⑬性的指向、性自認 ○ 

⑭その他（    ）  

  
 

  



3．調査研究の内容等 

○調査研究の内容 

① 生徒の人権に対する知識や意識に関するアンケート調査を行い、本校における課題

を明らかにする。 

② 課題解決のための効果的な指導方法について研究し、それらを考慮したカリキュラ

ムづくり・授業づくりを目指す。 

③ 外部講師等による研修を実施し、教職員の人権感覚や人権認識を高める。 

○実施方法 

① 実施した取組 

 ・生徒の実態と取組による変容を把握するため、1・２年生に対して、アンケート調

査等を実施した。 

 ・生徒の実態等を踏まえたカリキュラムづくり・授業づくりについての事前学習会

を設け、効果的な指導方法などについて協議し・授業実践に活かした。 

 ・校種間や地域との連携に努め、糸島市等での小学校・中学校での人権教育の取組

や、地域の人々の思いや願いを知り、カリキュラムづくり・授業づくりに活かすため

に、個別の人権課題に関する授業公開を実施した。 

 ・令和４年度から年次進行で実施となる高等学校学習指導要領（平成３０年告示）の

趣旨や、部落差別の解消の推進に関する法律第６条に基づく調査結果等についての理

解を深め、カリキュラムづくり・授業づくりに活かした。 

 ・教職員の人権感覚や人権認識を高めるため、各分野の専門的知識を持つ講師や当

事者の話を聞く研修会を実施した。 

② 個別の人権課題に関する主な授業実践 

 ・性的指向・性自認に関する人権問題 

 第１学年のホームルーム活動において、性の多様性と人権を題材に取り上げ、性的

マイノリティの人権問題の解決に向けて取り組む方を講師として招聘した。 

 ・ハンセン病患者等の人権 

 第１学年のホームルーム活動において、ハンセン病問題を題材に取り上げ、ハンセ

ン病問題の解決に向けて取り組む方を講師として招聘した。 

 ・インターネットによる人権侵害 

 第２学年のホームルーム活動において、インターネット上の部落差別を題材に取り

上げた。 

 ・同和問題 

 第２・第３学年のホームルーム活動において、部落差別の歴史や差別解消に向けた

取組みを題材に取り上げた。 



4．検証・評価・改善・普及 

① 検証 

 本事業の実施前（年度当初）と実施後（年度末）に１・２年生７３０人を対象とした人

権に関するアンケートを実施した。アンケート(a)(b)はチェック方式、(c)～(f)は４件法

（４，３，２，１から１つを選択）とし、「はい」を４、「いいえ」を１と設定した。実施

後のアンケートには(g)～(i)の記述項目を追加した。 

 

アンケート（測定指標） 

（ａ） 女性の人権問題／子どもの人権問題／高齢者の人権問題／障がいのある人の人

権問題／外国にルーツのある人の人権問題／同和問題（部落差別）／アイヌの人々の人

権問題／性自認や性的指向に関する人権問題／HIV 感染症、ハンセン病、コロナウイル

ス感染症などに関する人権問題／インターネット、ＳＮＳなどの人権問題／拉致被害者

やその家族の人権問題／東日本大震災にかかわる人権問題／路上生活者（ホームレス）

の人権問題／その他のうち、学習したことがある、内容はだいたい知っている、関心があ

るものを選ぶ。 

（ｂ） 世界人権宣言／日本国憲法第１４条／人種差別撤廃条約／女子差別撤廃条約／

子どもの権利条約／国籍法／男女雇用機会均等法／個人情報保護法／障害者差別解消法

／ヘイトスピーチ解消法／部落差別解消法／ハンセン病問題の解決の促進に関する法／

こども基本法／出入国管理及び難民認定法／LGBT 理解促進法のうち、学習したことが

ある、内容はだいたい知っている、関心があるものを選ぶ。 

（ｃ） 自他ともにかけがえのない存在として尊重しようとしている。 

（ｄ） 人権問題の解決を目指して、自分ができることは何か考え、取り組みたいと思っ

ている。 

（ｅ） 自他のよさを理解して、協力し合える人間関係を築くことができる。 

（ｆ） 日常生活の中で、偏見や差別的な言動（文章等の表現物も含む）に気付くことが

ある。 

※（ｇ）（ｈ）（ｉ）は事業実施後アンケートに追加。 

（ｇ）人権学習を通して、感じたり考えたりしたことは何ですか。 

（ｈ）人権問題を解決するために、取り組んでいる（取り組みたい）ことは何ですか。 

（ｉ）これからの人権学習で学びたいこと、やってみたい学習の方法（話し合い、体験的

な活動など）があれば教えてください。 

 

知識的側面（１年生） 

(a) 実施前 実施後 (b) 実施前 実施後 

女性の人権問題 64.4% 73.7% 世界人権宣言 77.1% 70.1% 



子どもの人権問題 58.5% 58.8% 日本国憲法第 14 条 37.8% 45.3% 

高齢者の人権問題 22.9% 39.1% 人種差別撤廃条約 55.9% 58.4% 

障がいのあるひとの人権

問題 

67.5% 79.2% 女子差別撤廃条約 58.2% 56.9% 

外国にルーツがある人の

人権問題 

31.4% 44.9% 子どもの権利条約 61.3% 61.7% 

同和問題(部落問題) 36.4% 44.5% 国籍法 23 ．

0% 

19.7% 

アイヌの人々の人権問題 36.2% 44.9% 男女雇用機会均等法 67.3% 72.6% 

性自認や性的指向に関す

る人権… 

36.4% 61.7% 個人情報保護法 49.3% 54.4% 

HIV 感染症、ハンセン病、

コロナ… 

42.9% 72.3% 障害者差別解消法 27.5% 42.0% 

インターネット、ＳＮＳな

どの人… 

58.8% 64.6% ヘイトスピーチ解消法 12.6% 23.4% 

拉致被害者やその家族の

人権問題 

21.8% 34.7% 部落差別解消法 36.1% 36.9% 

東日本大震災にかかわる

人権問題 

28.0% 40.9% ハンセン病問題の解決の

促進に… 

16.3% 59.5% 

路上生活者（ホームレス）

の人権… 

18.9% 32.5% こども基本法 33.2% 42.3% 

その他 1.1% 0.4% 出入国管理及び難民認定

法 

5.4% 12.8% 

 ＬＧＢＴ理解促進法 26.9% 46.4% 
 

 

価値的・態度的側面（１年生） 

  
 

←いいえ はい→ 

1 2 3 4 

(c) 
自他ともにかけがえのない存在として尊

重しようとしている。 

実施前 1.4% 2.2% 
35.2

% 

61.2

% 

実施後 0.4% 1.8% 
29.2

% 

68.6

% 

(d) 

人権問題の解決をめざして、自分ができ

ることは何かを考え、取り組みたいと思

っている。 

実施前 1.7% 8.0% 
53.2

% 

37.1

% 

実施後 1.8% 4.7% 
39.1

% 

54.4

% 
 



 

技能的側面（１年生） 

  
 

←いいえ はい→ 

1 2 3 4 

(e) 
自他のよさを理解して、協力し合える人

間関係を築くことができる。 

実施前 1.4% 7.0% 
50.4

% 

41.2

% 

実施後 2.6% 6.2% 
39.8

% 

51.5

% 

(f) 

日常生活の中で、偏見や差別的な言動

（文章等の表現物も含む）に気付くこと

がある。 

実施前 3.9% 
16.1

% 

50.3

% 

29.7

% 

実施後 4.4% 6.9% 
43.4

% 

45.3

% 
 

② 評価・改善 

 (a)個別の人権課題としては、障がいのある人の人権問題、女性の人権問題を中心に学

習してきており、インターネット・ＳＮＳなどの人権問題、子どもの人権問題への関心も

高い。同和問題への関心は事業実施前のアンケート調査では 36.4%で、中学校によって

学習内容も様々であることを踏まえて、２年生の学習内容につなぐ必要がある。(b)憲法

第 14 条や人権三法、こども基本法に対する認知度が低い。２年次に履修する公民科「公

共」の「基本的人権」の学習や人権ホームルーム活動で、法制化された背景や意義につい

て学習し、さまざまな人権問題に対する生徒の主体的な学びにつなげていきたい。 

 (c)～(f)については１・２の否定的消極的回答を選択した生徒数は減少し、４の肯定的

積極的回答を選んだ生徒数が増加、取組の成果がみられたといえる。その一方（g）～(i)

では、「学習する必要があるのか」「知ることによって偏見をもつのではないか」「自分は

差別しないから必要ない」など消極的な感想もみられた。ほとんどの生徒が「差別はよく

ない、なくすべき」と考えており、将来に向けて差別をなくしていく展望をもたせられる

よう指導・取組の工夫が必要であり、学習を通して自分自身と向き合う姿勢や身近な人

とのコミュニケーションの大切さなどに気づかせ、生徒一人一人が人権課題の当事者と

して考えを深められるようにしていきたい。 

③ 今後の方向性 

 引き続き、校内の人権教育推進のための会議や研修などで教職員の人権感覚や人権認

識を高める取組を継続する。また、アンケート調査でも「子どもの人権」に対する関心が

高く、今年度より「こども基本法」が施行されたことを踏まえ、生徒一人一人が人権の主

体として、誰もがありのままでいられる社会をつくる展望をもたせる取組を推進する。 

④ 普及 

 本事業の取組を人権教育推進事業運営協議会などの場で報告した。 

  



５．人権教育に係る年間指導計画



 



６．推進体制（都道府県・指定都市教育委員会を含む 

 

 

  



○関連資料 







 


